
　市では、地球温暖化防止の推進や災害時の非常用電源
の確保に資するため、次のとおり、クリーンエネルギー

問生活環境課　本２階　
　０２８７- ２３- ８７７５クリーンエネルギー自動車購入費補助金

令和6年度

対象車両 ❶電気自動車❷燃料電池自動車❸プラグインハイブリッド自動車（エンジンで発電した電力を車両
外部に供給できるもの）

補助金額 1台当たり100,000円（補助金の交付は1人1台まで）
※予算額（1,500,000円）に達した時点で、補助金の受付を終了します。

補助対象者
次の❶ ~ ❹の要件を全て満たす方
❶市内に住所を有する方❷自家用自動車として使用する目的で、補助対象車両を新車で購入した方
❸同一世帯の方を含め、市税などを滞納していない方❹過去にこの補助金を受けていない方

補助要件

次の❶ ~ ❸の要件を全て満たすこと
❶令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、補助を受けようとする車両の新規登録を完了すること
※車検証の登録年月日が令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日の日付であること。
❷車両の「使用の本拠の位置」が市内であること❸令和7年3月31日までに申請書を提出すること

申請方法
令和6年4月1日㊊ ~ 令和7年3月31日㊊の平日8：30 ~ 17：15に直接または郵送で提出
※申請は車両購入後に行ってください。
※代理人の方が申請手続を行う場合、委任状を添付してください。

自動車の購入に関する補助を実施します。
※詳細は市HPをご覧ください。

　これまで両郷出張所および須賀川出張所で行っていた窓口業務を郵便局に委託します。
　施設および地区公民館業務は残りますが、① ~ ⑨の窓口業務はできなくなりますのでご注意ください。

●委託する郵便局
　両郷出張所の窓口業務 ⇒ 両郷郵便局
　須賀川出張所の窓口業務 ⇒ 黒羽須佐木郵便局
●開始日　令和 6 年 4 月 1 日㊊
●郵便局に委託する窓口業務内容
①市税（市県民税、固定資産税、軽自動車税）・国民健康

保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付
②水道料金・下水道（浄化槽）使用料の納付
③戸籍（謄本・抄本）・除籍（謄本・抄本）・改正原戸籍（謄

本・抄本）・戸籍の附票（謄本・抄本）の交付
④納税証明・（土地・家屋）評価証明・（土地・家屋）公

課証明・課税台帳無登録（無資産）証明・課税（非課税）
証明・所得証明・住民税決定証明・法人市民税納税
証明の交付

⑤住民票の写し（謄本・抄本・一部・除票）の交付

令和 6年 4月 1日から 問総務課　本６階
０２８７- ２３- ８７０２出張所で行っている窓口業務を郵便局に委託します

※4月1日以降は公民館長として、それぞれの地区公民
館に市職員が常駐します。

⑥印鑑登録証明書の交付
⑦印鑑登録の廃止
⑧国民健康保険の加入・離脱
⑨国民健康保険被保険者証の再発行

両郷出張所
両郷地区公民館

両郷高齢者ほほえみセンター

両郷地区公民館（※）
両郷高齢者ほほえみセンター

須賀川出張所
須賀川地区公民館

須賀川地区公民館（※）

４月１日から ４月１日から

市が所有する土地の売払いを行います 問総務課　本６階
０２８７- ２３- ８７９５

10 2024.4

　市有地を令和 6 年 9 月まで随意契約による売払
いを行います。
●受付締切 5 月 ~ 9 月の毎月 10 日
※10日が㊏㊐㊗の場合は次の平日が締切となります。
●受付時間 平日 9：00 ~ 17：00
●受付場所 総務課窓口
※支所および郵送などによる受付はしていません。
●提出書類 申込用紙などの必要書類は市HPをご確

認ください。また、申込用紙は総務課窓口でも
配布しています。
●売払いについて 各締切日の翌日に、担当職員に

より見積合わせを行い、最低見積価格以上の最
高価格を提示された方と契約手続きを進めます。

物件番号 所在地 地目 面積 最低見積価格
1 下石上2110番7 宅地 399.72㎡ 5,916,000円
2 薄葉2703番2 宅地 218.64㎡ 2,602,000円
3 薄葉2707番3 宅地 210.18㎡ 2,565,000円
4 薄葉2708番22 宅地 230.08㎡ 4,050,000円
5 薄葉1120番4 雑種地 285㎡ 2,565,000円
6 前田1029番3 雑種地 561㎡ 1,459,000円
7 小滝594番172 雑種地 662㎡ 696,000円
8 小滝594番173 雑種地 481㎡ 506,000円

9
住吉町1丁目2373番3

宅地 1,580.19㎡ 38,800,000円
住吉町1丁目2376番3

※詳細は市HPをご覧ください。



日時 場所

10月28日㊊ 本1階

11月26日㊋ 本1階

12月23日㊊ 本1階

令和7年1月27日㊊ 本1階

2月21日㊎ 黒2階

3月24日㊊ 本3階

問健康政策課　本３階
０２８７-２３-７６０１

　健康に関する不安・心配なことについての相談ができます。
●受付時間 9：00 ~ 11：00（予約不要）
●内容 保健師や管理栄養士、理学療法士などへの健康相談
※「血圧を下げたい」、「運動したいけど身体が痛い」、「血糖値

を下げる食事を知りたい」など
●体組成計、肺年齢測定、血圧測定、フレイルチェックなどの

実施
※測定を実施する内容については、よいちメールや市HP、

電話などでご確認ください。

問高齢者幸福課　本３階
０２８７- ２３- ８８６５あんしんプラン第 9期計画を策定しました

　令和 3 年 3 月に策定されたあんしんプラン（第 8 期計画）を見直し、昭和 25 年に生まれた方が後期高齢者を迎える
令和 7 年度や全国的に高齢者人口がピークになるとされる令和 22 年度を見据え、地域包括ケアシステムの深化・推
進を更に進展させ、地域共生社会の実現を推進するために、新たに令和 6 年度から 8 年度までを計画期間とするあん
しんプラン（第 9 期計画）を策定しました。
●基本理念 「住み慣れた地域の中でいつまでもいきいきと安心して暮らせるまち」
●地域が目指すビジョン 基本理念を踏まえて、地域が目指す 4 つのビジョンとその方向性を次のとおり設定しました。

所得段階区分 年額（円）月額（円）

第 1 段階
・生活保護受給者の方
・世帯全員が市民税非課税の方で、本人は老齢福祉年金受給者
・世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入が80万円以下の方

35,490
（22,230）

2,958
（1,853）

第 2 段階 ・世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入が80万円超
120万円以下の方

53,430
（37,830）

4,453
（3,153）

第 3 段階 ・世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入が120万円
を超える方

53,820
（53,430）

4,485
（4,453）

第 4 段階 ・世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所
得金額＋課税年金収入が80万円以下の方 70,200 5,850

第 5 段階 ・世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所
得金額＋課税年金収入が80万円を超える方 78,000 6,500

第 6 段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 93,600 7,800
第 7 段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 101,400 8,450
第 8 段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 117,000 9,750
第 9 段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 132,600 11,050

第 10 段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 148,200 12,350
第 11 段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 163,800 13,650
第 12 段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 179,400 14,950
第 13 段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 187,200 15,600

※第1段階から第3段階までの（ ）内は、公費による保険料軽減後の実費負担額です。

●目指すビジョン1
「地域の中で役割を持ち、いきいきと暮らせる」

~ 目指すべき方向性 ~
・地域における支え合いの体制ができている
・多様な主体による生活支援が充実している
・自立支援、介護予防・重度化防止の取組とその理念・意識

の共有ができている

●目指すビジョン2
「認知症になっても自分らしく暮らせる」

~ 目指すべき方向性 ~
・認知症の容態に応じた適切な医療と介護を受けられる体制

ができている
・認知症の人が尊厳を保持し、希望を持って暮らせる地域で

ある

●目指すビジョン3
「望んだ方が在宅医療と介護を受けながら在宅で暮らせる」

~ 目指すべき方向性 ~
・医療と介護を多職種協働によって一体的に提供できる体制

ができている

●目指すビジョン4
「介護が必要になっても安心して暮らせる」

~ 目指すべき方向性 ~
・介護サービスの量と質が確保されている
・介護サービスを安心して利用できる環境が整っている
・介護給付の適正化が図られている

●令和 6 年 4 月からの介護保険料 介護サービスの報酬改定や介護サービス給付見込量の推計結果などを踏まえ、令和
6 年度から令和 8 年度までの所得段階区分別介護保険料を次のとおり改定しました。

日時 場所

4月30日㊋ 本1階

5月27日㊊ 本1階

6月24日㊊ 本3階

7月22日㊊ 本3階

8月26日㊊ 黒2階

9月24日㊋ 本1階

112024.4

健康相談会を開催します
令和6年度から

大田原市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

文総合文化会館湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 生生涯学習センター 体県北体育館本本庁舎



水泳教室・フロア教室のご案内
令和6年度 FEP大田原プール・いきいきプール

名称 場所 開催日時 定員 共通事項

第１期
小学生水泳教室

「水慣れ」からクロー
ル25ｍ完泳を目標。
完泳できた児童は
次の泳法に挑戦で
きます。

ＦＥＰ
大田原
プール

4月22日㊊ ˜ 7月8日㊊の期間中、毎週㊊㊍に開催（全
10回）　18：10 ˜ 19：10
※4月29日㊊、5月6日㊊は休み。

各教室
20 名

（先着順）

対象 小学生１～６年生
費用 年 8,000 円（10 回分）
　　 別途入場料
申込方法 各プール窓口に直接申
込（電話申込不可）
注意事項 4月10日㊌ 9：30整理券
配布、9：40申込開始

いきいき
プール

4月17日㊌ ˜ 7月13日㊏の期間中、毎週㊌㊎㊏に開催
（全10回）
1㊌１本目17：00 ˜ 18：00、２本目18：10 ˜ 19：10
2㊎18：10 ˜ 19：10
3㊏１本目10：10 ˜ 11：10、２本目13：00 ˜ 14：00
　　３本目14：10 ˜ 15：10
※5月3日㊎、5月4㊏、6月1日㊏、6月28日㊎、6月29日㊏
は休み。

第１期
泳法・水中運動
教室

ＦＥＰ
大田原
プール

4月22日㊊˜ 7月8日㊊の期間中、毎週㊊㊌㊍㊎に開催（全10回）
※4月29日㊊、5月3日㊎、5月6日㊊は休み。
※開催時間は館内掲示やHPをご覧ください。

お問い合
わせくだ
さい

対象 高校生以上
費用 １回500円(都度払い)
　　  別途入場料
申込方法 各プール窓口に直接申
込（電話申込不可）
注意事項 4月10日㊌ 9：30整理券
配布、9：40申込開始

いきいき
プール

4月20日㊏˜ 7月13日㊏の期間中、毎週㊏に開催（全10回）
※5月4日㊏、6月1日㊏、6月29日㊏は休み。
※開催時間は館内掲示やHPをご覧ください。

11名
（先着順）

フロア教室
「お腹スッキリ！
ピラティス」

FEP大田原
プール

4月22日㊊ ˜ 翌年3月31日㊊の期間中、毎週㊊に開催
（全36回）　10：00 ˜ 11：00 12名

対象 高校生以上
費用 １回1,000円(都度払い) 
申込方法 各プール窓口に直接申
込（電話申込不可）
注意事項 4月10日㊌ 9：30整理券
配布、9：40申込開始
※祝日、お盆期間、施設が

休館の場合、教室はお休
みとなります。日程の詳
細は館内掲示やHPをご覧
ください。

いきいき
プール

4月18日㊍ ˜ 翌年3月25日㊍の期間中、第2第4㊍に開
催（全22回）　10：00 ˜ 11：00 15名

フロア教室
「リンパストレッ
チヨガ」

FEP大田原
プール

4月19日㊎ ˜ 翌年3月21日㊎の期間中、奇数週㊎に開
催（全23回）　14：00 ˜ 15：00 12名

いきいき
プール

4月23日㊋ ˜ 翌年3月25日㊋の期間中、第2第4㊋に開
催（全17回）　10：00 ˜ 11：00 15名

フロア教室
「ナイトヨガ」

FEP大田原
プール

4月19日㊎ ˜ 翌年3月28日㊎の期間中、毎週㊎に開催
（全43回）　19：00 ˜ 20：00 12名

フロア教室
「筋肉ほぐし」

いきいき
プール

4月19日㊎ ˜ 翌年3月21日㊎の期間中、奇数週㊎に開
催（全22回）　14：30 ˜ 15：30 15名

問 ＦＥＰ大田原プール　 ０２８７-２４-０７７８
問 いきいきプール　　　 ０２８７-５９-１０３１

各種スポーツ教室のご案内
令和6年度

名称（場所） 開催日時 対象・定員・費用 申込方法 申込先

小学生
ソフトボール教室
（大田原グリーンパーク）

4月10日 ˜ 翌年3月
毎週㊌
19：00 ˜ 21：00

小学生
月1,500円
※定員なし

大田原市スポーツ協会（県
北体育館内）に直接申込
受付　随時受付
平日 8：30  ̃17：15

問申大田原市スポーツ協会
０２８７-２２-８０１８

問大田原市スポーツ協会ソフトボール部　阿久津
０９０-２２０２-２５６１

小学生
ソフトテニス教室
（美原公園テニスコート）

5月11日 ˜ 9月28日
毎週㊏
17：30 ˜ 19：30

小学生
60名（先着順）
5,000 円（全日程
分・保険料を含む）

大田原市スポーツ協会（県
北体育館内）に直接申込
受付　4月8日㊊ ˜ 5月2日㊍
平日 8：30  ̃17：15

問申大田原市スポーツ協会
０２８７-２２-８０１８

問大田原市スポーツ協会ソフトテニス部　大森
０９０-７８１９-１７４１

ジュニアゴルフ教室
講師：小川 賢一 氏
（那須野ヶ原カントリークラブ）

5月11日㊏ ˜ 7月6日㊏
（全6回）
10：00 ˜ 12：00

市内在住の小中
学生
10名（先着順）
年6,000円

県北体育館に直接申込
受付　4月15日㊊ ̃  5月8日㊌
平日 8：30  ̃17：15

問申スポーツ振興課
０２８７-２２-８０１７

※受講時に保護者の方の立ち合いをお
願いする場合があります。

※希望者にはゴルフクラブの
　貸与が可能です。

ゴルフレベルアップ教室
講師：田口 博満 氏

（ゴールドヒル倶楽部）

5月9日 ˜ 6月27日　
毎週㊍（全8回）
18:30～20:30

市内在住者また
は市内在勤者
10名（抽選）
13,000円

県北体育館に直接申込
受付　4月10日㊌ ̃  24日㊌
平日 8：30  ̃17：15

問申スポーツ振興課
０２８７-２２-８０１７

※抽選結果は4月30日に
　市HPで発表します。

ラージボール卓球
（若草中学校体育館）
※通常の卓球ボールより
少し大きいボールで卓
球に準じたルールで行
います。

4月16日㊋ ˜ 12月24日㊋
毎週㊋㊍㊏
19:00 ˜ 21:00

市内在住または在
勤で35歳以上の方
20名（先着順）
年4,000円
※県連盟に登録する場合

は別途登録料が必要

①大田原市スポーツ協会
（県北体育館内）に直接申込
※平日 8：30  ̃17：15
②練習日に若草中学校体
育館で直接申込
受付　4月8日㊊ ̃  5月31日㊎

問申大田原市スポーツ協会
０２８７-２２-８０１８

問大田原市卓球協会　和氣
０８０-３２１８-３２１９

問大田原市卓球協会　菊地
０９０-２１６３-２９２８

問スポーツ振興課　体
０２８７-２２-８０１７

12 2024.4


	10
	11
	12

